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不正受給防止に係る実地調査の実施について

雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金 (以下「雇調金等」という。)

については、「初回の支給申請については申請後2月以内の支給を目指し、 2回目以

降の支給申請については、 1月以内に支給する。」こととしているため、助成金支給

申請アドバイザ一等を配置し、審査等に係る休制を整備したと ころである。

一方、支給申請が急増する中で、不正受給の増加も懸念されることから、下記の

とおり実地調査を実施することとしたので、この実施に遺漏なきょうお願いする。
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実地調査計画の作成1 



2 調査の実施

(1) 調査に当たっては、事業所給付監査官を中心に実施すること。

ただし、事業所給付監査官が支給審査業務の応援等を行っている場合は、当

該事業所給付監査官が本調査を行いつつも支給審査に支障が及ばないように

すること。

(2) 平成21年2月5日付け地発第0205001号、基徴発第0205001号、職総発第

0205002号、職開発第 0205001号、職保発第 0205001号「雇用調整助成金及び

中小企業緊急雇用安定助成金に係る相談・受付等の対応について」により、平

成20年度中においては、地方職業安定監察官及び地方雇用保険監察官につい

ては「必要に応じて、今年度予定されている地方職業安定監察 (管理事務及び

企画調整事務に係る監察を含む)及び地方雇用保険量察(労働保険適用徴収業

務に係る監察を含む)の実施回数を減らした上で、雇調金等の受付・相談業務

に係る応援を行うこと」としたが、今般の不正受給の実地調査については、通

年監察業務に支障の及ばない範囲内で必要に応じて応援を行うこと。

(3) 実地調査を行う際には、雇用保険法 (昭和 49年法律第 116号)第 79条の

立入検査証を検査職員に携帯させる等、不正受給・不適正支給防止マニュアル

に従って調査を行うこと。

3 周知・広報

(1) 助成金窓口において、別添 1r雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助

成金についての実地調査への協力のお願いについて」等を配付すること。

(2) 不正受給防止の取組について、各局のホームページ等での周知を行うこと。

(3) 各局において、内部告発用のメールアドレスを開設すること。

4 その他

(1) 休業手当不支給の情報等、労働基準法違反が疑われる事案については、職業

安定部と労働基準部が密接な連携を図ること。

(2) 月ごとに内部告発の内容 ・調査結果と実地調査の計画 ・結果について、別添

2様式 1及び様式2により報告すること (実地調査は7月から実施することと

し、報告期限は翌月 15日 (15日が官庁の休日の場合は休日明けの最初の日)

までとする。)。
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「不正受給・不適正支給防止マニュアル」
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雇用調整助成金等の不正受給実地調査に係る報告書( 年 月分)

重量 日高盲石1
埋皇室到

3 不正受給に係る内部告発の状況

内部告発
休業・教

告発目
の方法

育訓練・ 不正の概要 調査日 調査結果の概要
出向の別

※， r内部告発の方法J1立、『メーJレ』、「電話」、『手紙」、『来斤J、「その他JI二分けること。『その他Jの内容は備考欄に書〈こと。

2 r不正の概要」及び『結果概要』は、その手口等について簡潔に書くこと。

3 行数が不足する場合は適宜追加すること。

様式2

備考



(別添1) 
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金についての

実地調査へω協力(;)i1I願いについZ

は主要謬錦繍33鯖開制勝訟で

点機器華麗議議53事態時葬式芝草案書

す察当主荏誤認楼gdf妻官語訳Stripg手。
O 休業等の実施日に、その実施状況を確認するため、事前連絡なし

に職員が突然訪問することがあります。

O 実地調査に当たっては、出勤簿、賃金台帳等、支給要件の確認に

必要な書類等を状況に応じて確認させていただきます。

O 事業主の方のみならず、従業員の方にもヒアリング、をさせていただ

く場合があります。

不正受給について 偽りその他の不正行為により本来受けることのできない助
成金の支給を受け文は受けようとした場合をいいます。

不正受給であることが判明した場合、不正に係る助成金については不支給文は支給の取り
消しとするとともに、既に助成金を支払った場合は、助成金を返還していただきます。

また、この場合、不支給とした日又は支給を取り消した日以後3年間l立、雇用保険料を財源と
したすべての助成金が支給されません。

さらに詐欺、脅迫、贈賄等刑法に触れる行為があった場合、刑事告発をすることがあります。

厚生労働省・00労働局



1 調査の目安となる件数(平成21年7月-22年3月分)



2 実地掴査件数(21年7月-22年3月分)



不Eの概要 調査結果の概要

以下94ページ分不開示


